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船舶事故調査報告書 

 

                             令和３年１２月８日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

委   員  佐 藤 雄 二（部会長） 

                         委   員  田 村 兼 吉 

                         委   員  岡 本 満喜子 

 

事故種類 乗揚 

発生日時 令和３年１月２３日 ０４時５０分ごろ 

発生場所 長崎県対馬市志
し

多
た

賀
か

漁港南方沖 

 志多賀港沖防波堤灯台から真方位２１９°４５０ｍ付近 

（概位 北緯３４°２８.３′ 東経１２９°２３.８′） 

事故の概要  漁船第３太陽
たいよう

丸は、北北西進中、岩場に乗り揚げた。 

 第３太陽丸は、船底外板の破口等を生じ、沈没した。 

事故調査の経過 令和３年１月２７日、本事故の調査を担当する主管調査官（門司事

務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等  

 

漁船 第３太陽丸、７.３トン 

ＮＳ２－１６８５５（漁船登録番号）、個人所有 

１１.９８ｍ（Lr）×３.１５ｍ×１.１９ｍ、ＦＲＰ 

ディーゼル機関、４２３kＷ（動力漁船登録票による）、昭和６２年

７月１３日 

第２９０－３６０９２号（船舶検査済票の番号） 

 乗組員等に関する情報 船長 ７６歳 

一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

免許登録日 昭和４９年１０月２５日 

免許証交付日 令和２年３月９日 

        （令和７年５月９日まで有効） 

 死傷者等 なし 

 損傷 船底外板に破口及び擦過傷（全損） 

 気象・海象 気象：天気 雨、風向 北東、風力 ４、視界 不良 

海象：うねり 波向北東、波高 約１.５ｍ、潮汐 高潮時 

対馬市には、１月２２日１６時１３分に強風注意報が、２３日０４

時２０分に波浪注意報が発表され、本事故当時も継続中であった。 

 事故の経過 本船は、船長が１人で乗り組み、いか一本釣り漁を行う目的で、令

和３年１月２２日１６時００分ごろ志多賀漁港を出港し、同漁港南東

方沖約８海里（Ｍ）の漁場で操業を行い、２３日０４時００分ごろ北

東方からの風が強くなってきたので、ふだんより約３０分早く操業を

終えて帰途についた。 
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船長は、南方に向かって開いている志多賀漁港入口が前年の台風で

同港東側にある志多賀港沖防波堤先端付近の消波ブロックが崩れて狭

くなっており、入港の際は、ふだんから崩れた消波ブロックに当たら

ないように注意しながら同防波堤から離れて西方の陸岸寄りを航行し

ていた。 

本船は、船長が、ＧＰＳプロッターで船位を確認し、目視で見張り

を行いながら志多賀漁港沖約０.３Ｍで手動操舵に切替え、微速力で

北北西進した。 

船長は、手動操舵に切替えたころから北東方からの風とうねりが強

くなってきたと感じ、雨で周囲の見通しが悪く志多賀港沖防波堤灯台

の灯りが見えなかったが、慣れた場所なので問題なく航行できると思

い、速力を極微速力として続航させた。 

船長は、崩れた消波ブロックに接近しないように右舷船首方を気に

しながら航行していたところ、０４時５０分ごろ船底に衝撃を感じ、

志多賀漁港南方沖の岩場に乗り揚げたことに気付いた。 

船長は、本事故後、本船にいるのは危険と判断し、本船から脱出し

て自力で岩場に避難し、携帯電話で本事故の発生を親族に連絡して来

援を求め、その後、１１８番通報した。 

本船は、波に打ちつけられて沈没し、後日、所属漁協に依頼された

クレーン船によって引き揚げられ、廃船処理された。 

（付図１ 事故発生経過概略図 参照） 

 その他の事項 船長は、出港前に気象情報を入手しており、出港の際は、それほど

風が強くないと感じていたが、その後、携帯電話で気象情報を確認

し、強風注意報が発令されていることを知った。 

船長は、本事故当時、救命胴衣（桜マーク有り、型式不明）を着用

していた。 

船長は、漁船への乗船経験が約５０年以上あり、本船には約３３年

前から乗船し慣れた海域であった。 

船長は、本事故時、速力を落として航行したので右舷方からのうね

りと風の影響を受け、左舷方に流され岩場に接近することになったと

本事故後に思った。 

志多賀漁港入口西方沖の陸岸には、目印になるような灯りはなかっ

た。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

あり 

なし 

あり 

本船は、強風注意報及び波浪注意報が発表され雨で周囲の見通しが

悪い状況下、志多賀漁港に向けて北北西進中、船長が、崩れた消波ブ

ロックに接近しないよう右舷船首方を気にしながら極微速力で航行し
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たことから、北東方からの風に圧流され左舷方の岩場に接近している

ことに気付かず、岩場に乗り揚げたものと考えられる。 

船長は、雨で周囲の見通しが悪かったものの、慣れた場所なので速

力を落として航行すれば問題なく通過できると思ったことから、極微

速力で航行したものと考えられる。 

原因 本事故は、夜間、本船が、強風注意報及び波浪注意報が発表され雨

で周囲の見通しが悪い状況下、志多賀漁港に向けて北北西進中、船長

が、崩れた消波ブロックに接近しないよう右舷船首方を気にしながら

極微速力で航行したため、北東方からの風に圧流され左舷方の岩場に

接近していることに気付かず、岩場に乗り揚げたものと考えられる。 

再発防止策 

 

今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・小型船の船長は、慣れた場所を航行する場合においても、夜間や

周囲の見通しが悪い場合などは、適切にＧＰＳプロッターを用い

て、船位を確認しながら航行すること。 

・小型船の船長は、悪天候で周囲の見通しが悪く、風波の影響を受

けやすい場合には、早めに帰港すること。 

・小型船の船長は、出港後に海上で強風注意報が発令されたことを

知った際は、速やかに帰港するか近くの港に避難すること。 
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付図１ 事故発生経過概略図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 事故発生場所 
（令和３年１月２３日  
０４時５０分ごろ発生） 

志多賀港沖防波堤灯台 

漁場 

志多賀漁港 

長崎県 

対馬市 

前年の台風で崩れた 

消波ブロック 


